
 

「10 種類以上のお薬を服用する方の相談事業」 

対象患者のみなさまへ 
 

朝霞地区薬剤師会および富士見・三芳薬剤師会では、医師会、埼玉県後期高

齢者医療広域連合（以下、広域連合）、富士見市、協会けんぽと協働して、多

くのお薬を服用する患者様のために「相談と見守りの事業」を行います。 

お薬の種類が多くなると副作用や相互作用なども起きやすくなるため、この

事業を通じてみなさまが安全で安心な薬物治療を受けられるようお手伝いがで

きたらと考えています。 

広域連合や市役所から連絡があった場合は、ぜひご参加ください。 

この事業は、以下の患者様を対象としています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①  65～８4 歳の方 

②  複数の医療機関を受診している方 

③  10 種類以上のお薬をのんでいる方 

④  かかりつけの医療機関・薬局が朝霞地区内または富士見市内にある方 

 

 

医師に相談 

提案もします より安全・安心

な 

薬物治療を 

続けます 

同意書を提出 

参加します 

患者様の同意を 

薬剤師に連絡します 

薬の視点で 

面談します 

患者様にお手紙を出します 

薬剤師と医師が 

情報を共有し 

患者様の見守りを

続けます 

患者様 

参加をお願いする 

お手紙が届きます 

情報提供書を 

確認します 

情報提供書を作成 

医師に提出します 

かかりつけ薬局 

かかりつけ薬剤師 

同意くださった患者様に連絡

面談日を決めます 

保険者（広域連合・富士見市・協会けんぽ） 

担当医 



 

 

【参考資料】高齢者の安全な薬物療法ガイドライン（日本老年医学会）より 

 
★高齢者で薬物有害事象が増加する要因 

疾患上の要因 

複数の疾患を有する⇒多剤併用、併科受診 

慢性疾患が多い⇒長期服用 

症候が非定型的⇒誤診に基づく誤投薬、対症療法による多剤併用 

機能上の要因 

臓器予備機能の低下（薬物動態の加齢変化）⇒過量投与 

認知機能、視力・聴力の低下⇒アドヒアランス低下、誤服用、 

症状発現の遅れ 

社会的要因 過少医療⇒投薬中断 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 高齢者は多病のために多剤併用になりやすい。老年科外来の多施設調査では平均 4.5 種

類、レセプト（医療保険）調査では 70歳で平均 6 種類以上服用していた。多剤併用の問

題は、薬剤費の増大、服用の手間を含む QOL（生活の質）の低下、そして、もっとも大き

な問題は、薬物相互作用および処方・調剤の誤りや飲み忘れ、飲み間違いの発生確率増加

に関連した薬物有害事象の増加である。有害事象に繋がらなくても、多剤処方に起因する

処方過誤や服薬過誤は医療管理上問題である。 

6剤以上 5剤以上 


